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１ 活動方針の趣旨 

学校教育目標等を踏まえ、「道立学校に係る部活動の方針」に則り、部活動に係る活動方針を策定する。 

部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであることから、生徒の自主性、自発性を尊重

し、部活動への参加を義務づけたり、活動を強制したりしない。 

部活動を実施する上では、生徒の学校生活等への影響を考慮した休養日や活動時間を設定し、けがの防止や心

身のリフレッシュを図るほか、部活動だけではなく、多様な人々と触れ合い、様々な体験を充実させるなど、

生徒のバランスのとれた生活や心身の成長に配慮する。また、教師の部活動指導における負担が過度にならな

いよう配慮し、部活動が持続可能なものとなるよう、合理的でかつ効率的・効果的に行うものとする。 

 なお、各部においては、活動の特殊性に応じた感染症対策を徹底し、学校に「もちこまない・ひろげない」

ことに取り組む。 

 

２ 設置する部局活動 

【運動系】 

野球部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、

バドミントン部、卓球部、柔道部、剣道部、弓道部、サッカー部、陸上部、ソフトテニス部、ソフトボー

ル部 

【文化系】 

吹奏楽部、美術部、写真部、茶道部、華道部、ボランティア・ユネスコ部、軽音楽部、科学同好会、新聞

局、放送局、図書局 

 

３ 「部活動に係る相談・要望の窓口」の設置 

・相談、要望は、郵便又はファクシミリのいずれかにより下記の連絡先あてに提出することとする。 

・連絡先：〒068-0818 岩見沢市並木町1-5  ＦＡＸ 0126-22-5362 

・担当：教頭 

 

４ 合理的でかつ効率的・効果的な活動推進のための取組 

部活動の実施に当たっては、生徒の体調変化、気象条件や気温、湿度などの環境の変化に十分に注意する

とともに、生徒の心身の健康管理(スポーツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含

む。)、事故防止(活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等)及び体罰・ハラスメントの

根絶を徹底する。 

(1) 運動部活動における適切な指導 

・スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養を適切に取ることが必要である。 

・過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等

を正しく理解する。 

・生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケー

ションを十分に図る。 

・生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、競技種目の特

性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得

られる指導を行う。 

・専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や成長期における体

と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

 (2) 文化部活動における適切な指導 

・校長は、文化部顧問に対し、次のことを徹底するよう指導する。また、文化部顧問は、校長の指導を踏ま

えて生徒に対する指導を適切に行う。 

・生徒のバランスの取れた健全な成長の確保の観点から休養を適切に取ることが必要である。 

・過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正し



く理解する。 

・生徒の芸術文化等の能力向上や、生涯を通じて芸術文化等の活動に親しむ基礎を培うことができるよう、

生徒とコミュニケーションを十分に図る。 

・生徒がバーンアウトすることなく、技能等の向上や大会、コンクール、コンテスト、発表会等でのそれぞ

れの目標を達成できるよう、分野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的なトレーニングの積極

的な導入等により、休養を適切に取り、短時間で効果が得られる指導を行う。 

・専門的知見を有する教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や成長期における体と心の状態等に

関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

 

５ 適切な休養日等の設定 

部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、教育課程内の活動、部活動、学校

外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以

下を基準とする。 

(1) 休養日の設定 

平日１日以上、週末１日以上、年間104日以上を休養日とする。 

・週末又は祝日に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。 

・学校閉庁日は休養日とし、道民家庭の日(毎月第３日曜日)は、可能な限り休養日とするよう努める。 

・大会、試合、コンクール、コンテスト、発表会等(以下「大会等」という。)の前で、やむを得ず活動を

行う場合は、代替の休養日を設ける。 

・長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。 

 (2) 活動時間の設定 

・１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間

に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

・休業日の活動時間は、大会等への出場、練習試合、合宿を行う場合や、高体連、高文連、高野連等が主

催する大会等の日の前日から起算して１か月以内の期間の場合は、下記(4)のイの活動時間の上限の範

囲内での活動を行うことができるものとする。 

・本校が所在する地域又は活動を行う予定の地域に、気象庁の高温注意情報が発せられた時間帯は、原則

として活動を行わない。 

(3) 高等学校における「休養日や活動時間の弾力的な設定」 

高等学校では、中学校段階の基礎の上に多様な教育が行われていること、部活動と密接に関わる分野へ

の進路希望を有する生徒もいることなどから、一定の要件の下、弾力的な休養日・活動時間の設定を可能

とする。 

ア 休養日の下限 

・学期中は、平日に週１日(年間52日)以上、週末又は祝日に月１日以上の休養日を設けるほか、学校

閉庁日を休養日とし、年間73日以上を休養日とする。 

・長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。 

イ 活動時間の上限 

・平日では３時間程度、学校の休業日は４時間程度とし、１週間の活動時間は、長くとも16時間程度

とする。 

ウ 季節により活動が制限される部活動 

・オンシーズン、オフシーズンの設定により、弾力的な活動日、休養日を設けることができる。 

 

６ 部活動の充実に向けて 

 (1) 活動を始める前の健康確認、部活中及び部活終了後の感染症対策の徹底 

(2) 女子の指導に当たっての留意点 

(3) 家庭や地域との連携を図る取組 

学校と家庭が連携しながら、相互理解のもと、部活動が生徒の心身の健全な育成に資する取組となるよ

う、協働的な環境づくりに努める。 

(4) 障がいのある生徒の部活動の充実 

部活動等を通じて、障がいのある生徒と障がいのない生徒が交流する場を設けるよう努める。 


